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第３６回社会保障審議会障害者部会ヒアリング 
 

全国肢体不自由児通園施設連絡協議会 

会 長  宮 田  広 善 

Ⅰ．障害のある子どもの状況 

１．脳性麻痺児の発症率の増加（表１） 

 

２．在宅重症心身障害児の増加（表２） 

⇒ 医療職の配置や医療機関との連携が不可欠 

 

３．自閉症等の発達障害児の増加 

１）肢体不自由児施設診療所にも自閉症等の発達障害が激増（表３） 

＝ 障害種別ごとに分けられた障害児通園施設の限界 

 

２）「保護者の障害理解」や「障害認定」以前からの支援が必要 

    ⇒ 障害児施設ではなく保健センターなどの「敷居の低い場所」での 

相談受付や支援が求められる 

 

３）保育所入所後、就学後に気づかれることが多い 

      ⇒ 専門的支援の提供の場を施設から地域（保育所、学校）に移すことが必要 

 

 

Ⅱ．障害児通園施設の現状と問題点 

１．障害児通園施設の不足と都市部への集中・偏在 

 

２．障害種別（知的障害・肢体不自由・難聴）に分かれた施設体系 

・障害が違えば身近な地域で専門的な支援が受けられない 

・自閉症などの「新しい障害」に対応する施設がない 

・重複した障害のある子どもの受け入れ先に苦慮することがある 

 

３．年齢によって分けられた制度 

・「移行支援」「学齢期支援」が脆弱 

・「成人期の自立」を目指す一貫した支援が困難 

 

４．一般保育所や普通学校の障害児の増加 ⇔ 障害児施設の専門性を地域に提供する制度がない 

 



 - 2 - 

Ⅲ．肢体不自由児通園施設（全国９９ヵ所）が提供できる機能 

１．医療型障害児施設＝医療専門性を基盤にした子育て支援機能 

１）診療所の併設 

・医療機関から家庭への移行期の支援や早期対応が可能 

・「定員外」「対象外の障害」にも専門機能の提供が可能 

・診断確定・障害認定以前の子どもへの早期対応が可能 

 

２）医療的支援が必要な重症心身障害児（超・準超重症児）にも対応が可能 

 

２．地域拠点となりうる多専門職種の配置（表４） 

１）地域の機関（保健センター・保育所・学校・児童デイサービスなど）への職員派遣が可能 

 

２）保護者・家族支援のための相談支援が可能（各種地域支援事業の受託）（表５） 

 

Ⅳ．今後の障害児支援の在り方 

１．障害児施設：相談支援事業を基盤にした家族・地域支援機能の充実（図１） 

 

２．一般保育所の障害児受け入れを促進 

１）「障害の確定前」から始まる育児支援が重要 

 

２）障害児施設からの専門職員派遣による障害児保育機能の強化 

⇒ 障害児施設の「施設外支援・職員派遣」を可能にする制度が必要 

 

３．市町村域での児童デイサービス設置の促進 ＝ 身近な地域に専門的支援の場を確保 

 

４．障害児通園施設の一元化（障害種別の撤廃） 

１）どんな障害の子どもも身近な地域で必要とする支援が受けられる施設体系 

 

２）支援機能：「通園機能（基本的機能）＋ 相談支援機能（含・職員派遣）± 診療機能（図２）」 

 

３）保育所・児童デイサービスなどに対する支援機能の強化 

 

５．「市町村域－障害保健福祉圏域－都道府県域」の重層化された障害児支援システムの構築 

                                     （図２・３・４） 

・都道府県域 ⇒ 医療機能をもつ拠点施設（肢体不自由児施設・心身障害児総合通園センター等） 

・障害保健福祉圏域 ⇒ 障害児通園施設 

・市町村域 ⇒ 児童デイサービス 
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＜表１＞                    ＜表２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜表３＞                    ＜表４＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜表５＞                    ＜図１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肢体不自由児通園施設診療所の新患児の障害（2007 年度） 
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＜図２＞                    ＜図３＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図４＞                    ＜図５＞ 

 

  

  


